「令和８年度緑化木保全対策事業委託業務」に係る
企画提案公募要領

１　業務の概要等  
（１）委託業務名
令和８年度緑化木保全対策事業委託業務（以下「本業務」という。）

（２）企画提案コンペの趣旨
県内各地の沿道、公園や公共施設等において植栽されているデイゴは、沖縄の貴重な文化・観光資源であるが、害虫デイゴヒメコバチによる被害を受けており、各管理者においては継続的な保全対策が実施されている。
沖縄県では、令和４年度緑化木保全対策事業委託業務よりデイゴの被害状況や開花状況等の調査に取り組んできたところであり、本業務では、引き続きデイゴの被害状況や開花状況等を調査し、各管理者が実施する保全対策の効果検証を行うこととしている。加えて、デイゴの開花を促す要因を詳細に分析し、その知見に基づき、より効果的な保全対策と適切な管理手法の確立を目指している。
このため、本業務を遂行する上で、植物生理や昆虫の生態等、本県の自然環境や植物に関する専門的な知識や高い情報収集力、関係者との調整力等を有するコンサルタント等の専門機関を対象として企画提案を募集し、沖縄県に設置した業者選定審査委員会において審査を行い、委託業者を選定する。

（３）委託する業務内容
令和８年度緑化木保全対策事業委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。

（４）委託業務の期間
　　　令和８年度から令和10年度（３年間）
　　　ただし、令和９年度以降の委託業務の実施については、前年度の実績をもとに　
判断する。また、県の予算措置を前提としており、３年間の事業実施を保証する　
ものではない。
なお、令和８年度の委託業務期間は、契約締結日から令和９年３月19日までとする。

（５）予算額
令和８年度の業務委託料上限額は、11,396,812円（税込み)とするので、上限額の範囲内で企画提案すること。
ただし、金額は企画提案のため提示した金額であり、契約金額ではない。
なお、企画提案採択後において、金額及び業務内容を調整することがある。

２　参加資格
　　次の要件を全て満たすものであること。
（１）地方自治法施行令（昭和22年法律第16号）第167条の４第１項※の規定を準用し、一般競争入札参加資格を欠く者でないこと。
（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
（３）本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されている者。
（４）本応募要領や別紙仕様書等に記載された趣旨をすべて了解する者。
（５）沖縄県内に本社又は支社を設置する者。なお、応募は共同企業体でも可とするが、この場合の要件は、次のとおりとする。
ア　共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ　共同企業体を構成する全ての事業者は、（１）から（４）及び（６）から（15）の要件を満たしており、共同企業体のうち、一者以上が沖縄県内に本社又は支社を設置していること。
    なお、業務の効果的・効率的な実施、調査研究に係るノウハウ等を蓄積する観点から、共同企業体を代表する事業者は沖縄県内に本社又は支社を設置する者とする。
ウ　共同企業体を代表する事業者は、構成員のうち最大の出資割合であること。
エ　共同企業体を構成する事業者間には、資本の提携が無いこと。
（６）国税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
（７）沖縄県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札への参加停止の処分を受けていないこと（他県等においても同様とする。）。
（８）会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
（９）自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
ウ　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
エ　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
（10）社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
（11）雇用する労働者に対し、最低賃額以上の賃金を支払っていること。
（12）労働関係法令を遵守していること。
（13）沖縄県の入札参加資格者名簿に登録されていること。（業種区分：調査）
（14）過去２年（令和３年度、令和４年度）の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と同種及び同規模以上の契約を数回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者。
○同種：沖縄県内において受注した自然環境や植物等に関する調査業務
（15）下記の資格を有する技術者を有する者。
　　○技術士（環境部門又は森林部門）１人以上

　※　地方自治法施行令（昭和22年法律第16号）第167条の４第１項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

３　応募手続等  
（１）質問の受付・回答
ア　質問受付の期限
　　令和８年４月15日（水）17時
イ　質問方法
　　下記の沖縄県環境部環境再生課（以下「環境再生課」という。）メールアドレス宛て電子メールで行うこととし、件名を「【質問】令和８年度緑化木保全対策事業委託業務企画提案」とすること。
　　また、メール送信後は念のため受信確認を行うこと。

　　メールアドレス ： aa021100＠pref.okinawa.lg.jp

ウ　連絡先
　　環境再生課　新崎（あらさき）、眞鍋（まなべ）
エ　回答方法
　　環境再生課ウェブサイトまたは電子メールで回答する。
オ　回答（掲載）予定日
　　令和８年４月17日（金）

（２）企画提案書等の提出
企画提案書等は、持参または郵送等で提出すること。
郵送等の場合は、配達記録等到着確認が可能な手段をとるものとし、期限内に到着するよう送付すること。

ア　提出期限
　　令和８年４月22日（水）17時（必着）
イ　提出場所
　　環境再生課（県庁４階）
ウ　提出部数等
　　下記提出書類（ア）～（サ）を１セットとし、６部提出すること。（１部は原本、残りはコピーで可。）なお、提出する企画提案書は１案に限る。
エ　提出書類等　　　
企画提案書等はＡ４版とし、簡潔で分かりやすく記述すること。また、企画提案書の内容は、別紙「仕様書」の内容を踏まえ、下記事項について記すこと。
（ア）企画提案書（鑑）【様式１】
（イ）企画提案書（基本方針、業務提案・業務手法の概要）【様式２】
      本委託業務を実施するに当たっての基本的な方針、業務を遂行するに当たっての提案及び手法について、記述すること。
（ウ）業務全体のフロー【様式３】
（エ）業務全体の工程表【様式４】
　※業務全体のフロー及び業務全体の工程表は、３年間の業務を前提として記載すること。
（オ）業務遂行体制【様式５】
①　業務遂行体制図
②　担当者の役割等（担当者名、所属・役職（共同企業体の場合は担当者別に所属会社名を記述）、分担業務の概要）
③　担当者の経歴等（保持資格、業務経歴、行政機関等におけるこれまでの業務実績等）
（カ）会社概要等【様式６】
      会社名、設立年月日、資本金、年商（過去５年間）、主要業務、組織図、職員の状況など
　※　共同企業体の場合は、全社分提出すること。
（キ）過去２年間の同種・同規模業務実績書【様式７】
  ※　共同企業体の場合は、全社分提出すること。
（ク）見積書【様式８】
　　　３年間の業務を前提として記載することとし、令和８年度の見積を【様式８－１】に、令和９年度の見積を【様式８－２】に、令和10年度の見積を【様式８－３】に作成すること。
（注１）積算内訳を添付すること。
（注２）積算の費目については、以下の内容とする。
        　①　直接人件費
        　②　直接経費（謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費等）
        　③　一般管理費（(①＋②－再委託費）×10／100以内とする。）
        　④　消費税（現行の10％で計上する。）
（注３）この事業を実施するに当たっての一切の費用を見積もること。
（注４）③の一般管理費の取扱いについては、以下の「８　一般管理費の設定について」を参照すること。
（ケ）誓約書【様式９】
　※　共同企業体の場合は、全社分提出すること。
（コ）独自提案【任意様式】
別紙で記す「仕様書」の業務内容以外の独自提案の追加も可能とする。
なお、独自提案については、委託料上限額の範囲内において、実現が確約できることについてのみとする。
（サ）チェックリスト【様式10】
　※　提出書類に漏れがないか各項目を確認し、提出すること。

（３）沖縄県からの疑義照会
　　　提出された企画提案書等について、後日、沖縄県から照会することがある。

（４）企画提案審査
原則として、書類審査で選定することとし、必要に応じて、電子メール等によるヒアリング及び質疑を実施する。
提出期限後の企画提案書等の修正、追加資料の配布は認めないので、留意すること。
評価方法は、審査委員ごとに採点を行い、合計点が最高点の応募者を第一位入選者として選定する。合計点が同点となる場合は、審査委員の協議により決定する。なお、一定水準（全体の６割程度）の点数を満たした提案がない場合、該当者なしとする場合がある。

（５）審査結果の通知
全ての企画提案者に対し、環境再生課から審査結果（採用・不採用の結果）のみを通知する。
審査結果の通知は、令和８年５月１日予定とする。

（６）委託契約
本業務に係る委託契約は、原則として第一位入選者となった者と行う。
ただし、沖縄県と第一位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合、企画提案の内容と実際の業務計画の詳細が著しく乖離しているものと沖縄が判断した場合、記載事項の虚偽報告や何らかの不正行為があったと判断される場合、応募要領に違反すると認められる場合等は、選定後でも当該入選者を失格とし、審査会において次点であった企画提案者に業務委託先の変更ができるものとする。
共同企業体の場合は、契約時に、各構成員間で締結した協定書を契約書に添付することとし、主な内容は、以下のとおりとする。

目的、名称、構成員の住所及び名称、共同企業体の代表者、代表者の権限、構成員の責任、取引金融機関、構成員の脱退等に関する措置、瑕疵担保責任、協議事項等

４　スケジュール
（１）公告期間
　　　令和８年４月８日（水）～ 令和８年４月22日（水）17時
（２）質問の受付期限
　　　令和８年４月15日（水）17時
（３）質問の回答
　　　令和８年４月17日（金）予定
（４）企画提案書等の受付期限
　　　令和８年４月22日（水）17時
（５）審査（書類）
　　　令和８年４月23日（木）～４月30日（木）予定
（６）審査結果通知及び委託契約締結
　　　令和８年５月１日（金）予定

５　企画提案書等の主な評価基準
（１）基本認識
　事業の背景・目的について、的確に理解・把握しているか。
（２）企画提案書の内容
ア　提案内容の構成
　　提案内容の構成が体系的にしっかりしているか。
イ　提案内容の優良性
　　提案内容は明瞭性、具体性、妥当性、的確性、実現性を伴っているか。
ウ　実施計画全体の妥当性
　　全体フロー、全体工程表、実施手順・手法は妥当であるか。
エ　独自提案の優良性
　　独自提案の内容は、具体性、実現性、発展性、創造性を伴っているか。
（３）業務遂行体制・業務実績の評価
ア　業務遂行体制は適切な人員配置、対応人数となっているか。
イ　担当者の実務経験年数、類似業務実績は十分か。
ウ　会社の同種・同規模業務実績は十分か。

６　留意事項
（１）本企画提案コンペに係る企画提案書の作成や企画調整、移動等に要する経費については、全て参加者の自己負担とする。
（２）提出された各書類については返却しない。なお、本委託業務に係る企画提案書類、内容等については、環境再生課（本コンペ関係者のみ）及び審査委員以外に一切公開しないものとする。
（３）委託者選定に関する審査内容、経過等については、公表しない。
（４）企画提案の契約締結を行うにあたっては、内閣府による確認が必要な場合がある。
（５）本事業は、ソフト交付金を活用した事業であり、その財源となる国の予算成立後に効力を生じる事業である。
（６）国の予算案が否決された場合は、契約を締結しない。

７　委託者決定後の業務遂行に当たって
（１）採用された企画提案内容等については、実施段階において予算や諸事情を勘案し、沖縄県との協議により変更することがある。
（２）本応募要領に記載されていない事項が発生した場合、あるいは記載事項に疑義が生じた場合は沖縄県と協議すること。
（３）契約締結の際は、契約保証金として、契約額の100分の10以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項各号※のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

　※　沖縄県財務規則第101条第２項
　（契約保証金）
第101条　令第167条の16第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額（長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額）の100分の10以上とする。
２　前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)　契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)　契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)　令第167条の５及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２箇年間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)～(12)　省略

８　一般管理費の設定について
（１）定義
一般管理費は、委託業務を行うために必要な経費のうち、当該業務に要した経費として特定が難しいものとして、役職員の手当、管理部門等の管理経費、事業所の家賃、光熱水費、回線使用料、汎用文具等に要する経費で、一定の負担が生じている経費として計上するものである。

（２）特定の率を設定する場合、応募事業者独自の規定等により設定する場合又は業種特有の理由等により、上記「３　応募手続等の（２）エ（ク）③」で定める一般管理費を超える率を設定する（「３　応募手続等（２）エ（ク）③」で定める率では受注が困難である。）場合には、応募前に別紙１において定める協議書等を環境再生課へ提出し、確認書の交付を受けた上で、確認を受けた一般管理費率による積算を行うことができる。
この場合は、確認書の写しを企画提案書に添付して応募することとする。
なお、協議書の環境再生課への提出期限は、上記「３　応募手続等の（１）のア」の期日とする。
また、別紙１で定める「業種特有の理由により一般管理費を設定する場合」において、総務省統計局が公表している「平成23年度産業連関構造調査（企業の管理活動等に関する実態調査）」における「技術サービス業」の販売管理費及び一般管理費の状況等を総合的に考慮し、30％を上限とする。  
なお、共同企業体の場合、構成員ごとに適切な一般管理費率等を検討し設定のうえ、出資比率に応じて個別に算出して決定する。

（３）再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者（共同事業体構成員を含む。）が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、仕事の完成を目的とした外注（請負契約）に必要な経費は一般管理費の算定にあたって控除しないものとする。

（４）各経費は、単価、月数、回数、個数等、見積条件が分かるよう明記すること。

（５）業務完了時には証憑を検査し、実際に支出した額について、契約額の範囲内で支払うこととする（一般管理費を除く。）。

９　提出先及び問合せ先
（１）住所
　　　〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（沖縄県庁４階） 
（２）部課名
　　　沖縄県環境部環境再生課
（３）担当者
　　　新崎（あらさき）、眞鍋（まなべ）
（４）電話
　　　098-866-2064
（５）ＦＡＸ
　　　098-866-2497
（６）メールアドレス
　　　aa021100＠pref.okinawa.lg.jp
（７）時間
　　　月曜～金曜（祝祭日を除く）９時 ～ 17時
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